
「愛と心をつなぐ不登校対策事業」におけるフリースクールの選定に係るガイドライン 

 

今治市教育委員会 

 

このガイドラインは、今治市内で不登校となっている児童及び生徒（以下「不登校児童生

徒」という。）が学校以外の場で教育を受けることができる機会を確保することを目的に、

健全な運営体制の下、適切な支援を行っている民間のフリースクール施設として、今治市教

育委員会（以下「市教委」という。）が選定するフリースクールの選定基準について、必要

な事項を定めるものとする。 

 

１ 運営主体・事業運営について 

（１）フリースクール（以下「当該施設」という。）の運営主体（以下「運営事業者」

という。）は、法人・個人を問わないが、運営開始後３カ月以上の実績があり、安定

的な運営に支障がない程度の財務状況であること。 

（２）運営事業者は、不登校児童生徒を通所させる常設の施設を有し、相談・指導等を

行うとともに、当該不登校児童生徒及びその保護者等に対する相談等の支援を行っ

ていること。 

（３）運営事業者は、不登校児童生徒に対する相談・指導等に関し、深い理解と知識又

は経験を有し、かつ一定の社会的信頼を有していること。 

（４）運営事業者は、次の条件を全て満たしていること。 

ア 政治活動又は宗教活動を主たる目的としていないこと。 

イ 納税義務者にあっては、納税すべき税金を完納していること。 

ウ 運営事業者又は運営事業者の代表役員等、一般役員等若しくは経営に事実上参

加若しくは実質的に経営を支配している者が、暴力団関係者（暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号に規定する暴

力団の関係者をいい、愛媛県暴力団排除条例（平成 22年愛媛県条例第 24号）第２

条第３号に規定する暴力団員等を含む。）でないこと。 

（５）当該施設の事業の目的が、不登校児童生徒の学校への復帰を妨げるものではない

こと。 

（６）著しく営利本位でなく、保護者等に対し、入会金や授業料等の経済的な負担につ

いて、適切な情報提供がなされていること。 

（７）学校の課業時間内に不登校児童生徒の受け入れができること。 

（８）不登校児童生徒が通所可能な愛媛県内に施設を有していること。 

 

２ 連携・協力について 

（１）運営事業者は、学校と相互に不登校児童生徒やその家庭を支援するために必要な



情報等を交換するなど、十分な連携・協力関係を構築していること。 

（２）運営事業者は、通所の状況等について不登校児童生徒が在籍する学校及び市教委

に定期的（月１回）に情報提供を行うこと。 

（３）運営事業者は、相談・指導等の状況等を保護者に定期的（月１回）に連絡するな

ど、十分な連携・協力関係を構築していること。 

 

３ 相談・指導等のあり方について 

（１）我が国の学校教育制度を踏まえながら、個人のおかれている状況に配慮した計画

的な相談・指導等が行われていること。 

（２）不登校児童生徒の受け入れに当たっては面接を行うなどして、当該不登校児童生

徒の状況の把握が適切に行われていること。 

（３）体罰などの不適切な指導がなく、不登校児童生徒の生命、身体その他人権を尊重

した指導が行われていること。 

 

４ 相談・指導等職員について 

（１）相談・指導等にあたる職員は、不登校児童生徒の教育に深い理解を有するととも

に、不登校への支援について十分な知識又は経験を持ち、その指導に熱意を有してい

ること。 

（２）不登校児童生徒の指導に必要な人数の職員を有し、配置していること。 

（３）専門的なカウンセリング等を行うに当たっては、教育学や心理学、精神医学等、

それを行うにふさわしい資格を有し、かつ、専門的知識と経験を備えた職員が対応し

ていること。 

 

５ 施設・設備について 

（１）当該施設は、不登校児童生徒の相談・指導等を実施するに当たって支障のない程

度の施設・設備を有していること。 

（２）当該施設の施設・設備について、安全上の懸念がないこと。 

 

６ 出席扱いについて 

当該施設が不登校児童生徒に対する相談・指導を主たる目的としており、本市におけ

る出席扱いの考え方を十分に理解し、出席扱いの要件を満たしていること。 

（１）出席扱いの考え方 

    不登校児童生徒に対する社会的自立に向けた支援を充実させるために、不登校児

童生徒が、自らの進路を主体的に捉え、選択肢を広げる支援の一つとして、学校外の

施設において相談・指導、学習活動を行う際、一定の要件を満たせば、校長は指導要

録上出席扱いとすることができるようになっている。 



（２）出席扱いの要件 

ア 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。 

イ 当該施設に通所又は入所して相談・指導（学習活動を含む。）を受ける場合を前

提とすること。 

ウ 当該不登校児童生徒の出席・活動状況（毎月の出欠状況や活動の記録等）が適切

に報告されていること。 

エ 不登校児童生徒の状況に応じた適切な内容の相談や指導（学習活動を含む。）が

行われていること。 

   オ 学習活動は、在籍校の教育課程やカリキュラムを参考に、当該児童生徒の学習の

理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。 

 

７ 選定の有効期間及び選定内容の変更について 

（１）本基準に基づくフリースクールの選定は、選定の日から令和８年３月 31日まで

を有効期間とする。 

（２）選定を受けた運営事業者は、申請書の内容に変更が生じた場合、速やかにその旨

を市教委に報告しなければならない。 

（３）市教委は、本基準に基づくフリースクールの選定及び施設の現況を確認するため、

必要に応じて又は疑義が生じた場合、当該運営事業者又は当該施設に対し、必要な報

告を求め、又は現地調査を行うことができるものとする。 

（４）市教委は、前項の調査の結果、当該運営事業者又は当該施設に問題を発見した場

合、当該運営事業者に対して必要な指導をすることができる。 

 

８ 選定の取消事由について 

次のいずれかに該当する場合、選定を取り消すことができる。 

（１）申請書その他選定のために提出した文書に虚偽の記載があった場合。 

（２）選定後、上記１から６までの要件の一部又は全部を満たさない状況が生じた場合。 

（３）債務不履行による強制執行等、財務上の信用懸念が生じた場合。 

（４）重大な事件事故その他信用を毀損させる事由が生じた場合。 

（５）合理的な理由なく、上記７に定める調査を拒否した場合。 

（６）合理的な理由なく、上記７に定める指導に従わない場合。 

 

９ 選定された施設について 

  選定された施設については、本市のホームページ等への掲載により次に掲げる事項

を公表するものとする。 

（１）施設の名称及び代表者名 

（２）施設の所在地、電話番号等 


